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表
中

「古
物
営
業
法
施
行
規
則

（平
成
７
年
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
10号

）

第
14条

の
２

（古
物
商
が
仮

設
店
舗
に
お
い
て
古
物
営
業

を
営
む
場
合
に
お
い
て
、
そ

の
場
所
の
管
轄
警
察
署
長
を

経
由
し
て
届
出
書
を
提
出
す

る
も
の
に
限
る
。

）

」 を

「古
物
営
業
法
施
行
規
則

（平
成
７
年
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
10号

）

第
14条

の
２

（古
物
商
が
仮

設
店
舗
に
お
い
て
古
物
営
業

を
営
む
場
合
に
お
い
て
、
そ

の
場
所
の
管
轄
警
察
署
長
を

経
由
し
て
届
出
書
を
提
出
す

る
も
の
に
限
る
。

）

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締

法
施
行
規
則

（昭
和
33年

総
理
府
令
第
16号

）

第
20条

第
26条

」 に

改
め
る
。

◉東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
438号

令
和
４
年
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
93号

（情
報
通
信
技
術
を

活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
規
則
第
４
条
第
４
項
た
だ
し
書

の
規
定
に
よ
り
東
京
都
公
安
委
員
会
が
別
に
定
め
る
方
法

）の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
７
年
１
月
９
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
６
年
12月
26日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長　
廣　

瀨　
道　

明

別
表
第
２
中

「重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の

上
空
に
お
け
る
小
型
無
人

機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関

す
る
法
律

（平
成
28年
法

律
第
９
号

）

第
10条

第
３
項

」 を

目

次

以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

令
和
六
年
東
京
都
告
示
第
四
十
七
号
（
東
京
都
都
税
条
例
の
規
定
に

よ
る
納
期
限
等
の
延
長
）
に
お
い
て
別
に
告
示
で
定
め
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
期
日
の
う
ち
、
次
の
表
に
掲
げ
る
指
定
地
域
に
住
所
又
は

居
所
の
所
在
地
（
納
税
者
が
法
人
等
で
あ
る
場
合
は
、
法
人
税
に
係

る
納
税
地
（
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
以
外
を
納
税
地
と

指
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
本
店
又
は
主
た
る
事
務

所
の
所
在
地
を
含
む
。
）
）
が
あ
る
納
税
者
に
係
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
又
は
条

例
に
定
め
る
申
告
、
申
請
、
請
求
、
届
出
そ
の
他
書
類
の
提
出
（
審

査
請
求
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
納
付
若
し
く
は
納
入
に
関

す
る
期
限
が
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
一
月
三
十
日
ま
で

の
間
に
到
来
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
同
月
三
十
一
日
と
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

都
道
府
県
名

指
定
地
域

石
川
県

七
尾
市
、
羽
咋
郡
志
賀
町

告
　
　
　
示
（
公
）

◉東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
437号

令
和
４
年
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
92号

（情
報
通
信
技
術
を

活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
規
則
第
３
条
の
規
定
に
基
づ
く

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
手
続

等

）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
７
年
１
月
９
日
か
ら
施

行
す
る
。

令
和
６
年
12月
26日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長　
廣　

瀨　
道　

明

告
　
　
　
示

○
東
京
都
都
税
条
例
の
規
定
に
よ
る
納
期
限
等
の
期
日
指
定

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
主
税
局
税
制
部
税
制
課
）…	

一

告
　
　
　
示
（
公
）

○
令
和
四
年
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
九
十
二
号
（
情
報

　

通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
規
則
第

　

三
条
の
規
定
に
基
づ
く
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て

　

行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
手
続
等
）
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…	

一

○
令
和
四
年
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
九
十
三
号
（
情
報

　

通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
規
則
第

　

四
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
東
京
都
公
安
委
員

　

会
が
別
に
定
め
る
方
法
）
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

一

○
令
和
四
年
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
九
十
四
号
（
情
報

　

通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
規
則
第

　

五
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
東
京
都
公
安
委
員
会
が
別

　

に
定
め
る
方
法
）
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

二

告
　
　
　
示
（
海
区
漁
調
）

○
東
京
海
区
に
お
け
る
は
ご
釣
り
漁
業
の
制
限
…
…
…
…
…
…
…	

二

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
七
十
九
号

東
京
都
都
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
条
例
第
五
十
六
号
。

▷

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）
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式
根
島
、
神
津
島
（
恩
馳
島
及
び
銭
洲
を
含
む
。
）
、
三
宅
島

（
大
野
原
島
を
含
む
。
）
、
御
蔵
島
（
藺
灘
波
島
を
含
む
。
）
、

八
丈
島
（
八
丈
小
島
を
含
む
。
）
、
青
ケ
島
、
ベ
ヨ
ネ
ー
ス
列
岩
、

須
美
寿
島
、
鳥
島
及
び
孀
婦
岩
の
各
最
大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
千

五
百
メ
ー
ト
ル
以
内
の
海
域
に
お
い
て
、
総
ト
ン
数
三
ト
ン
以
上

の
船
舶
を
使
用
し
て
こ
の
漁
業
を
操
業
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次

の
と
お
り
、
船
舶
ご
と
に
委
員
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

㈠　

承
認
隻
数

こ
の
漁
業
の
承
認
で
き
る
隻
数
の
最
高
限
度
は
三
百
五
十
隻

と
し
、
都
県
別
の
隻
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

東
京
都　
　
　
　

百
六
十
隻

　
　

神
奈
川
県　
　
　
　

八
十
隻

　
　

千
葉
県　
　
　
　
　

四
十
隻

　
　

静
岡
県　
　
　
　

五
十
二
隻

　
　

そ
の
他
の
県　
　
　

十
八
隻

㈡　

承
認
を
し
な
い
場
合

ア　

申
請
者
以
外
の
者
が
、
実
質
上
当
該
漁
業
の
経
営
を
支
配

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

イ　

漁
業
関
係
法
令
又
は
漁
業
秩
序
を
遵
守
す
る
精
神
を
著
し

く
欠
く
者
と
認
め
ら
れ
る
場
合

ウ　

前
年
度
に
こ
の
承
認
の
規
定
に
違
反
し
た
と
認
め
ら
れ
る

場
合

エ　

そ
の
他
委
員
会
が
漁
業
調
整
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
た
場

合

（
承
認
書
の
備
付
け
及
び
操
業
旗
章
の
掲
揚
）

三　

こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
操
業
の
際
、
使
用
す
る
船

舶
ご
と
に
、
委
員
会
が
交
付
し
た
承
認
書
を
所
持
す
る
と
と
も
に
、

　

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締

法
施
行
規
則

（昭
和
33年

総
理
府
令
第
16号

）

第
20条

第
26条

」 　

改
め
る
。

告
　
　
　
示
（
海
区
漁
調
）

◉
東
京
漁
調
指
示
第
十
二
号

東
京
海
区
（
伊
豆
諸
島
海
域
に
限
る
。
）
に
お
け
る
は
ご
釣
り
漁

業
（
こ
ま
せ
袋
を
備
え
た
「
は
ご
」
を
使
用
し
、
た
い
、
ひ
ら
ま
さ
、

か
ん
ぱ
ち
、
し
ま
あ
じ
、
い
さ
き
、
う
め
い
ろ
及
び
あ
か
は
た
を
釣

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
を
い
う
。
以
下
「
こ
の
漁
業
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七

号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
示
す

る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日

東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会
長　

有　

元　

貴　

文

（
禁
止
操
業
）

一　

こ
の
漁
業
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
操
業
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
東
京
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い

う
。
）
が
漁
業
調
整
上
特
に
支
障
が
な
い
と
認
め
た
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

㈠　

総
ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
の
船
舶
を
使
用
す
る
操
業
（
東
京
都

所
属
船
舶
に
つ
い
て
は
、
総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
以
上
の
船
舶
を

使
用
す
る
操
業
）

㈡　

夜
間
（
日
没
か
ら
日
の
出
ま
で
の
間
を
い
う
。
）
の
操
業

（
承
認
操
業
）

二　

大
島
、
利
島
、
新
島
（
鵜
渡
根
島
及
び
地
内
島
を
含
む
。
）
、

「重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の

上
空
に
お
け
る
小
型
無
人

機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関

す
る
法
律

（平
成
28年

法
律
第
９
号

）

第
10条

第
３
項

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締

法
施
行
規
則

（昭
和
33年

総
理
府
令
第
16号

）

第
20条

第
26条

」 に

改
め
る
。

◉東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
439号

令
和
４
年
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
94号

（情
報
通
信
技
術
を

活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
規
則
第
５
条
た
だ
し
書
の
規
定

に
よ
り
東
京
都
公
安
委
員
会
が
別
に
定
め
る
方
法

）の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
し
、
令
和
７
年
１
月
９
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
６
年
12月
26日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長　

廣　
瀨　

道　
明

別
表
中

「古
物
営
業
法
施
行
規
則

（平
成
７
年
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
10号

）

第
14条

の
２

（古
物
商
が
仮

設
店
舗
に
お
い
て
古
物
営
業

を
営
む
場
合
に
お
い
て
、
そ

の
場
所
の
管
轄
警
察
署
長
を

経
由
し
て
届
出
書
を
提
出
す

る
も
の
に
限
る
。

）

」 を

「古
物
営
業
法
施
行
規
則

（平
成
７
年
国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
10号

）

第
14条

の
２

（古
物
商
が
仮

設
店
舗
に
お
い
て
古
物
営
業

を
営
む
場
合
に
お
い
て
、
そ

の
場
所
の
管
轄
警
察
署
長
を

経
由
し
て
届
出
書
を
提
出
す

る
も
の
に
限
る
。

）

　

に
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委
員
会
が
別
に
定
め
る
操
業
旗
章
を
掲
揚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
承
認
の
取
消
し
）

四　

次
の
事
項
に
該
当
す
る
と
き
は
、
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ

る
。

㈠　

承
認
を
受
け
た
者
以
外
の
者
が
、
実
質
上
操
業
を
指
揮
し
て

い
る
と
き
。

㈡　

承
認
を
受
け
た
者
が
、
こ
の
承
認
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

㈢　

委
員
会
が
漁
業
調
整
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
。

（
操
業
実
績
報
告
書
の
提
出
義
務
）

五　

こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
船
舶
ご
と
に
、
令
和
八
年

四
月
三
十
日
ま
で
に
、
委
員
会
が
別
に
定
め
る
操
業
実
績
報
告
書

を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
報
告
書
の
内
容
に
つ
い
て
、
疑
義
が
あ
る

場
合
、
委
員
会
は
、
追
加
の
関
係
書
類
の
提
出
を
指
示
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
遵
守
事
項
）

六　

こ
の
漁
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の

ほ
か
、
漁
業
調
整
上
委
員
会
が
必
要
と
認
め
、
指
示
し
、
又
は
指

導
し
た
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
そ
の
他
）

七　

こ
の
指
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
操
業
の
承
認
に
関
す
る
取

扱
い
に
つ
い
て
は
、
別
に
委
員
会
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
指
示
の
有
効
期
間
）

八　

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
七
年
三
月
一
日
か
ら
令
和
八

年
二
月
二
十
八
日
ま
で
と
す
る
。
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